
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波に備え、感染症対策を強化するため、

令和２年８月１日に組織改正を行います。 
 
 
 
 
 

「感染症対策課」の設置 

・保健・疾病対策課感染症対策係の業務を移管し、61名体制（専任15名、兼務46名）とします。 

・地域医療担当部長が新たに同課の業務を所管し、部内統括・部局間調整を行うことにより、

迅速かつ的確に感染症対策を実施します。 
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026-232-0111（代表） 内線 2313 
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 令和２年８月１日付け組織改正（案）について 

 

 

協議資料１ 

 

【現行】 【令和２年８月１日】

健康福祉部

保健・疾病対策課 保健・疾病対策課

感染症対策課

（感染症対策係）


